
　　　　○小・中学校合同授業の充実
　・学校間の合同教科授業（集団での学習、授業の深まり） ○テレビ会議システムの積極的な活用

  ・ＩＣＴを活用した効率的な教育活動（移動の負担軽減）

  ・中から小への「乗り入れ授業」（専科授業　等）

　　　　○学校行事の合同実施（合同運動会、音楽発表会　等）   ・集団での学習、授業の深まり、教育水準の維持

　・集団での多様な学びと豊かな経験の育成   ・小中教員合同研修（授業改善）

　　　　○連合チームによる部活動の活性化

　　　　　・多人数での活動による意欲の向上(切磋琢磨・協力)

　 ○小学校と中学校それぞれぞれ別の学校であるが、教育目　 　 ○小中学校を廃止し、１人の校長の下、義務教育の９年間、
　　  標や教育課程の共通部分について連携する学校 　　  小中一貫教育を目的とする学校
   ○小学校と中学校の「乗り入れ授業」が可能　

【分校設置基準】（学校教育法施行規則18条）
小学校：５学級以下、中学校：２学級以下

　 ○免許外教科担任の解消を図るため、教員に対して複数 中学校間の兼務発令

　 ○拠点校（本校）と連携校（分校）を連合化し、小規模化した
　　  学校を維持しつつ、人的・物的資源を相互に活用
   ○合同授業やＩＣＴの活用（Ｗｅｂ授業の実施）

佐渡市立小・中学校「学校間連携」と学校運営のイメージ図　～　地理的条件等で統合が困難な場合の方策　～　　　２０２１．２

小中連携校 義務教育学校 「連携校（分校）」

　　 

【拠点校方式（チェーンスクール）】学校間連携の特色

　・小中交流による「中一ギャップ」の解消

　～　連携で新たな特色ある教育活動の推進　～

  ○兼務教員は、主に拠点校を中心に配置（当該免許教科を担当。兼務校の分掌について配慮）

　○拠点校と連携校が学校間連携により、小規模化した学校を維持しつつ、人的・物的資源を相互に活用

「校舎一体型」と「校舎分散型」

　　 【学校分散型】

　・様々な体験による社会性の育成

　　　【相違点】校長配置数と教員組織数に違いあり

　　　※同一地域の学校が交流・連携

○児童生徒数の減少　○校区外への通学困難

学校存続へ（教育の質の確保と向上）

○本校への通学が困難、又は著しく不便な場
合、児童生徒の就学の確保を図るために設置

　　　【共通点】小学校と中学校の９年間で子どもを育てる小中一貫教育の実施
　　　　　　　　※児童生徒、保護者にとって基本的な違いはない

　 ○小学校課程と中学校課程間の「乗り入れ授業」が可能

 　    ○養護教諭：３学級以上の学校に配置    
　　　　　　　　○事務職員：４学級以上の学校に配置     

　　　　　　【小中共通】養護教諭・事務職員の配置 
　　【小 学 校】高学年の教科担任制対応   
　　【中 学 校】教科担任制対応           
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